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田中	綾子（東京工芸大学特別講師）	

・アーティスト・イン・レジデンスについて	

	 アーティスト・イン・レジデンス（以下 AIR と記）とは、国内外からアーティストを

一定期間招聘し、滞在中の活動を支援する事業のことである。アーティストが異なる文

化や環境で創作活動を行うシステムを総称する。AIR はアーティストが「創作の場の提

供や支援」を受けるという事だけでなく、招聘を行う地域にとってもメリットがある。

廃校や空き家を AIR として再利用したり、地域住民とアーティストが交流することで、

地域の活性化や文化貢献につながる。オランダに本部を置く国際的な AIR ネットワーク

サイト「Res	Artis」（http://www.resartis.org/）に登録されているだけでも世界中に 550

の AIR 組織があり、その対象分野も美術・音楽・舞台芸術・建築・文学・映像・写真・

デザイン・伝統芸能など多岐にわたる。	

	 日本での AIR 事業は、９０年代から盛んになり、自治体主導で進められてきた。文化

庁が 1997 年に自治体の参画を条件に「AIR 助成事業」を開始。これは３カ年で終了し

たが、2011 年に再び AIR 助成事業「AIR 活動支援を通じた国際文化交流促進事業」を開

始。こちらでは、自治体のみならず民間企業や NPO も申請が可能になった。但し、国際

交流があることが条件となった。自治体運営の大型 AIR 施設の多くがこの助成を受けて

いる。	

	 日本の AIR に関する情報は、国際交流基金が運営するサイト「AIR_J」

(http://air-j.info/)に集約されていて、AIR の募集や AIR に関するシンポジウムの記録・

インタビュー記事などが見られる。＜特定非営利活動法人アート NPO リンク＞によるア

ンケート調査「アート NPO による AIR 事業の実態調査」(2015 年)によれば、回答のあ

った 524 のアート NPO 法人の内、AIR を実施している団体は 113 件である。「AIR」と一

言で総称するものの、支援内容・助成の有無・施設の充実度・応募と選考の仕方・招聘

人数などの事業内容は様々である。一概には言えないが、傾向としては、都市部の AIR

は、小規模でアトリエやスタジオのみの提供というのが多く、地方の AIR は宿泊施設や

展示スペースも完備していて、支援や助成も豊富なところが多いと言える。	

	 本発表では具体的な事例として、主に大学との連携がある二つの AIR を取り上げた。

一つ目は茨城県守谷市の「ARCUS プロジェクト」（1994 年〜）である。ここは廃校にな



った小学校を利用しており、対象は現代美術で、毎年３名の若手アーティストを国内外

から３ヶ月間招聘している。東京藝大取手校と近く、連携プログラムも多数ある。日本

の AIR の草分け的存在で、若手アーティストの登竜門とも国際的に認知されている。も

う一つは青森市の「青森公立大学国際芸術センターACAC」（2001 年〜）である。青森公

立大学が運営母体であり、青森公立大開校に合わせて同大学敷地内に設立された。AIR

がメイン事業のため、施設（展示スペースや工房、宿泊）の充実度は高い。対象は現代

美術で、年に３回の AIR があり、春・夏は推薦及び指名、秋は公募となっている。秋の

公募 AIR は、ACAC 側が提示する企画展のテーマに対し、アーティストが展示の企画書

を提出することが求められる。ここから審査され、国内外のアーティスト 4〜５名が選

出。AIR では展示に向けた制作が行われる。	

	

・	 トリエンナーレ・ビエンナーレ・芸術祭	 「地域アート」—「物質」から「媒介」へ	

	 2000 年頃から地域の名前を冠するアートイベントが盛んになった。（「大地の芸術祭	

越後妻有アートトリエンナーレ」や「横浜トリエンナーレ」などに代表される。）現在、

日本では大小あわせて１００を超える地域アートイベントが開催されている。この地域

名を冠するアートイベントを「地域アート」と呼び、「現代アート」から派生した新た

なジャンルとして考え、批判的に再考しようという動きも出てきている。	

	「地域アート」が盛んになった理由としては、地方都市の活力減退と疲弊、人口減少、

少子高齢化、過疎化、郊外型ショッピングモール台頭による中心部の空洞化、街の画一

化、空き家問題などがある。これらの問題の打開策として地方自治体は「アートイベン

ト」に期待。つまり多くのアートイベントは地域活性化の起爆剤として税金を投入する

という、行政主導で始まった公共事業であると言える。ゆえに最初から、「地域活性化」

という役割を担わされることになった。行政の公共事業が「箱物」（公共施設建設）か

ら「消え物」（芸術祭）へ移ったとも言える。	

	 「地域アート」では、作品はその地域の調査や交流から制作され、鑑賞者参加型の作

品も多い。アートは作品・展示物の「物質」というだけでなく、人と人、地域とアーテ

ィストの「媒介」にもなっている。	

	 本発表では、今年初開催の二つのアートイベント「さいたまトリエンナーレ」と

「KENPOKU	ART	2016	茨城県北芸術祭」を具体的事例として取り上げた。どちらも国内

外から有名なアーティストを招き、市内/県内の数カ所で展示が行われた。展示会場は、

歴史的な建築物や屋外なども使用された。展示会場の場所性（土地、建物、景色）を生

かした作品が多い。	

	 このように次々と新たなアートイベントが日本各地で開催されている一方で、開催回



数を重ねた芸術祭はマンネリ化が懸念されてもいるし、また経済的理由から打ち切りに

なる芸術祭も出てきている。芸術祭はいま転換期をむかえていると言えるだろう。	
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